
  

 

  

小 規 模 保 育 施 設 開 設 事 業 者 の 募 集 概 要 

【募集趣旨】 

令和８年４月時点で、１歳児において１０人程度の待機児童が発生する見込みとなっており、 

増加する低年齢児の保育需要に対応し、待機児童を解消するため、保育需要の増加が見込まれる地

域において、質の確保された小規模保育施設を設置・運営していただける事業者を広く公募しま

す。 

【事業の特色】 

・利便性の高い場所等で整備可能であり、将来の変動する保育需要にも機動的に対応可能。 

・駅周辺部等の保育所立地が困難な地域においても、ビル等の賃貸借により実施可能。 

【質の確保に向けて】 

・保育士のみの配置となる小規模保育事業（A 型）で実施予定。 

 

 

募集の概要 
 

1. 業務の内容  小規模保育事業（A 型） 

2. 定員規模   １９人 

3. 保育対象  ０歳から２歳 

4. 募集地域  南草津駅周辺（南草津駅を中心に半径１．５㎞程度）・・・・１箇所 

※ただし都市計画法、建築基準法に適合する場所 

5. 応募資格  社会福祉法人およびその他の法人 

         ※その他の法人・・・学校法人、特定非営利活動法人、日本赤十字社、公益社団（財団） 

法人、一般社団（財団）法人、株式会社、有限会社 

6. 施設    事業者が所有または賃借する物件 

7. 運営費   児童の年齢区分、保育必要量等に応じた地域型保育給付費を支弁 

8. 施設整備補助 ・改修費等について、国の定める補助基準額（A 型）に対し、市が施設整備補助 

金（補助率７/８）を予算の範囲内で交付する（社会福祉法人以外の法人も当該 

補助金の対象とする）。 

          ・改修費等補助基準額（上限２７，１９３千円）の７／８ 

9. 開所時期  令和９年４月１日 
10.その他   ・連携施設については、事業者が確保し、当該施設と契約するものとする。 

        （ただし、応募時における連携施設の確定までは要しないものとする。） 

＜スケジュール＞ 
  令和８年  ６月１日～７月３１日 応募受付期間（土日祝日は除く） 

９月         草津市社会福祉法人等審査会・選考 
９月下旬～１０月上旬 事業者決定 

令和９年  ４月１日       開設 
 


